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(R3.9.2 ～  R3.9.8) ※カッコ内は福島県の数値

確保病床の
使用率

入院率
確保病床の

使用率

(128/637床以上) (10/49床以上) （370人以上） （277人以上）

（319/637床以上） （25/49床以上） （554人以上） （462人以上）

① 令和3年9月8日現在

 ※  ( 51.8% )

257床 257人 11床 273件 84人

637床 422人 49床 11,260件 273人

② 令和3年8月4日現在

388床 388人 11床 637件 234人
496床 835人 49床 11,604件 637人

③ 令和3年5月27日現在

244床 244人 17床 143件 55人
496床 298人 49床 14,385件 143人

※ （　）内は、確保病床が496床の場合の使用率

298人 143人

(7/29～8/4)

前回の非常事態
宣言解除決定時

49.2% 81.9% 34.7% 16.14人

(5/21～5/27)

1.0% 7.75人 38.5%

34.51人 36.7%

835人 637人

5.5%非常事態宣言
決定時

78.2% 46.5% 22.4% 45.23人

30.8%

422人 273人
(9/2～9/8)

10%以上
25人

／10万人／週以上

本県の現状
（直近1週間） 40.3% 60.9% 22.4% 22.86人 2.4% 14.79人

5%以上
15人

／10万人／週以上 50%以上

ステージⅣ 50%以上50％以上 25％以下 50％以上 30人
／10万人以上

ステージⅢ 20％以上 40％以下 20％以上 20人
／10万人以上

参考指標等（医療提供体制等の負荷・感染の状況）
令和3年9月8日現在

医療提供体制等の負荷 感染の状況
①病床の逼迫具合

②療養者数
（１０万人当たり）

③ＰＣＲ
　陽性率

（１週間）

④新規陽性者数
10万人当たり

／１週間

⑤感染経路
   不明割合
（１週間）

入院医療 重症者用病床
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8/17
31.51人

8/27

3市を除く全県の
独自対策の延長決定 福島市・郡山市・

いわき市を除く全県

11.07人

福島県
非常事態宣言

5/15～5/31

福島県非常事態宣言・
まん延防止等

重点措置

8/8～9/12

5/28
非常事態宣言

終了決定

8/20
郡山市の

まん延防止等
重点措置
適用決定 8/22

55.15人

郡山市
16.27人

8/23
福島市の

まん延防止等
重点措置
適用決定

8/27
43.59人

福島市

14.65人

8/2
国へまん延防止等
重点措置の適用に

係る要請

8/5

福島県非常事態宣言・
まん延防止等

重点措置等発出

8/8
104.63人

8/18
いわき市の

まん延防止等
重点措置

期間延長決定

いわき市

23.22人
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福島市・郡山市・いわき市・3市以外の全県における

人口10万人当たりの1週間新規陽性者数
福島市・郡山市・いわき市を除く全県

郡山市

福島市

いわき市

（人）

（令和3年４月１日～ ）

ステージⅣ：

２５人/１０万人/週 以上

ステージⅢ：

１５人/１０万人/週 以上
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8/2

国へまん延防止等

重点措置の適用に

係る要請

14.57人

8/5

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置等発出

16.72人

8/17

31.51人

8/18

まん延防止等

重点措置期間延長決定

23.95人
8/27

3市を除く全県の

独自対策の延長決定

23.49人

11.07人

0
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40

福島市・郡山市・いわき市を除く全県における

人口10万人当たりの1週間新規陽性者数

福島市・郡山市・いわき市
を除く全県

（人）

（令和3年７月20日～ ）

ステージⅣ：

２５人/１０万人/週 以上

ステージⅢ：

１５人/１０万人/週 以上
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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域

11

９/１３以降

緊急事態宣言対象地域

まん延防止等重点措置地域

緊急事態宣言対象地域

まん延防止等重点措置地域

本日時点
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まん延防止等
重点措置区域

いわき市
（8/8～9/30）

郡山市
（8/23～9/30）

福島市
（8/26～9/30）

県独自対策
重点措置区域以外の

県全域
（8/8～9/30）

まん延防止等重点措置 及び

県独自対策を延長 (9/30まで)



福島県まん延防止等重点措置等

まん延防止等重点措置
重点措置以外の区域における対応

（県の独自対策）

区域 いわき市 郡山市 福島市 その他の地域

期間
３年８月８日(日)
～９月３０日(木)

３年８月２３日(月)
～９月３０日(木)

３年８月２６日(木)
～９月３０日(木)

３年８月８日(日)

～９月３０日(木)

県民向け

・不要不急の外出自粛
・基本的な感染対策の徹底

・夜８時以降、飲食店等にみだりに出入りしない
・混雑した場所等へ外出しない

飲食店等

･営業時間の短縮（営業時間午前５時～午後８時）
【対象】飲食店営業許可を受けた店舗
・酒類の提供の自粛（終日）
・カラオケ設備の利用の自粛（終日）

･営業時間の短縮
（営業時間午前５時～午後８時）
【対象】飲食店営業許可を受けた店舗のうち、接

待を伴う飲食店・酒類を提供する飲食店

飲食店
以外

・入場者の整理等の対策【大規模商業施設】
・営業時間の短縮（営業時間午前５時～午後８時）
【対象】延床面積1,000㎡超の特定大規模施設等
営業時間の短縮に応じた場合、協力金を支給

○大学・専門学校……感染リスクの高い活動（例：感染防止対策が徹底できないサークル活動、大人数での懇
親会など）を控えるよう、学生への注意喚起を徹底してください。

○小・中・高等学校…感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）や宿泊を伴う学校行事等の停止、
他校との合同練習や練習試合の停止など、感染拡大防止対策を徹底してください。

○医療機関、高齢者・障がい（児）者施設…感染防止対策に見落としがないか、改めて確認してください。

その他の対応

○全ての事業者………職場内の感染防止対策を徹底してください。ローテーション勤務や時差出勤、テレワーク、

オンライン会議等を活用し、人と人との接触機会の低減にご協力ください。
【出勤者数の７割削減を目指す】
（協力金対象事業者以外で、本措置により影響を受けた中小法人等に一時金を支給）

・都道府県をまたぐ旅行・帰省等の原則、中止・延期

・営業時間の短縮に応じた場合、協力金を支給
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